
裁
判
提
訴
か
ら
８
年
、
大
阪
高
等
裁

判
所
は
年
金
引
き
下
げ
違
憲
訴
訟
の

控
訴
審
で
大
阪
地
裁
判
決
で
の
原
告

の
請
求
を
す
べ
て
棄
却
し
た
一
審
判

決
を
支
持
し
、
控
訴
を
「
棄
却
」
し

ま
し
た
。

判
決
は
、
少
子
高
齢
化
が
す
す
み
、

現
在
の
受
給
者
と
将
来
の
受
給
者
と

の
間
の
公
平
性
が
保
て
な
い
と
し
て
、

政
府
の
す
す
め
る
「
年
金
減
額
」
を

正
当
化
す
る
本
末
転
倒
な
判
決
で
す
。

政
府
の
す
す
め
る
年
金
政
策
は
、

若
い
人
と
高
齢
者
の
分
断
を
利
用
し

な
が
ら
、
年
金
制
度
を
ま
す
ま
す
悪

く
し
、
公
平
性
を
保
つ
ど
こ
ろ
か

「
生
活
で
き
な
い
年
金
制
度
」
に
し

て
き
て
い
ま
す
。
司
法
は
、
政
治
に

「
忖
度
」
す
る
の
で
は
な
く
、
憲
法

に
基
づ
き
い
の
ち
と
暮
ら
し
が
守
れ

る
か
否
か
を
判
断
し
判
決
を
下
す
べ

き
で
す
。

こ
の
判
決
は
、
年
金
受
給
者
だ
け

で
な
く
「
世
代
間
の
公
平
性
」
を
盾

に
、
若
い
人
・
現
役
労
働
者
が
受
給

す
る
将
来
の
年
金
額
を
下
げ
て
も
良

い
と
す
る
判
決
で
す
。

京
都
総
評
の
梶
川
憲
議
長
は
、
判

決
後
の
報
告
集
会
で
「
政
治
に
忖
度

す
る
こ
と
だ
け
に
終
始
し
、
財
政
の

均
衡
を
保
つ
た
め
の
施
策
（
年
金
引

き
下
げ
）
に
対
す
る
、
立
法
を
裁
く

責

任

を

放

棄

し

た

も

の

に

な

っ

て

い

ま

す

」

と

話

さ

れ

「
年
金
一
揆
・
高
齢
者
大
会
な
ど
こ

れ
ま
で
の
共
闘
を
さ
ら
に
強
め
、
賃

金
と
年
金
を
し
っ
か
り
セ
ッ
ト
で
取

り
組
み
、
世
代
間
の
分
断
を
許
さ
な

い
闘
い
が
ま
す
ま
す
重
要
で
す
」
と

訴
え
ら
れ
ま
し
た
。

原
告
（
控
訴
人
）
団
は
、
本
日
の

判
決
を
受
け
上
告
す
る
こ
と
を
決
定

し
ま
し
た
。
（
２
面
に
続
く
）

不
当
判
決
を
知
ら
せ
る
山
本

和
夫
控
訴
人
団
長
（
写
真
上
）

Ｗ
Ｂ
Ｃ
（
世
界
野
球
大

会
）
で
日
本
が
世
界
1

位
に
な
っ
た
と
大
喜
び

を
し
た
。
し
か
し
、
手

放
し
で
喜
ん
で
ば
か
り

は
い
ら
れ
な
い
。
男
女

平
等
を
示
す
ジ
ェン
ダ
ー

指
数
が
最
下
位
に
近
い
１
１
４
位

と
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
確
か
に
今

度
の
選
挙
で
も
圧
倒
的
に
女
性
は

少
な
い
し
、
組
合
の
役
員
も
な
か

な
か
女
性
が
少
な
い
の
は
何
故
で

し
ょ
う
か
▼
先
日
、
ド
イ
ツ
が
全

原
発
を
中
止
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ

は
福
島
の
事
故
か
ら
学
び
ま
し
た

と
言
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
日

本
で
は
ま
だ
解
決
し
て
い
な
い
福

島
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
耐
久
年

数
が
60
年
過
ぎ
て
も
原
発
Ｏ
Ｋ

と
は
。
核
兵
器
禁
止
条
約
に
も
被

爆
国
の
日
本
は
賛
成
し
な
い
で
棄

権
し
て
い
る
の
は
い
か
が
な
も
の

で
し
ょ
う
か
▼
フ
ラ
ン
ス
政
府
が

財
政
難
を
理
由
に
現
在
62
歳
か

ら
の
年
金
支
給
を
今
後
64
歳
か

ら
に
す
る
と
い
う
法
案
が
通
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
抗
議
し

た
国
民
３
５
０
万
人
が
デ
モ
を
し

た
と
い
う
ニ
ュー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。

日
本
で
は
物
価
高
騰
で
も
年
金
は

毎
年
下
げ
る
マ
ク
ロ
ス
ラ
イ
ド
を

引
っ
込
め
ま
せ
ん
。
お
と
な
し
い

国
民
と
な
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
反
撃
し
ま
し
ょ
う
。（K

・
Ｙ
）

夕 映 え
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裁判官（司法）は憲法に照らして

「年金引き下げ」を裁け

少
子
高
齢
化
の
進
行
、
世
代
間
の
不
公
平
を
止
め
る
の
は
政
治
の
責
任

決
定
！

西
京
支
部

山
﨑
治
男
さ
ん

聞
く
耳
持
た

ず
の
門
前
払
い
の
判
決
で
し

た
。司

法
と
し
て
弱
者
の
声
を

聞
き
、
こ
れ
か
ら
若
者
も
希

望
の
持
て
る
社
会
に
す
る
た

め
公
平
な
判
断
を
し
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
し
た
。
最
高
裁

に
向
け
希
望
を
も
っ
て
闘
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

声



高
裁
判
決
日
に
は
、
舞
鶴
か

ら
３
人
、
福
知
山
か
ら
１
人
の

参
加
を
含
む
90
人
の
原
告
（
控

訴
人
）
・
支
援
者
が
大
阪
高
裁

に
集
ま
り
ま
し
た
。
判
決
後
「
判

決
報
告
集
会
」
を
Ａ
Ｐ
淀
屋
橋

４
階
会
議
室
で
開
催
し
ま
し
た
。

集
会
の
冒
頭
、
山
本
和
夫
控

訴
人
団
長
は
「
わ
れ
わ
れ
の
主

張
を
一
顧
だ
に
し
な
い
不
当
判

決
だ
。
し
か
し
、
今
日
で
負
け
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
最
高

裁
で
の
逆
転
勝
訴
へ
仲
間
を
増

や
し
、
運
動
を
広
げ
、
と
こ
と
ん

た
た
か
お
う
」
と
呼
び
か
け
ま

し
た
。

楠
晤
控
訴
人
団
事
務
局
長
が
、

こ
れ
ま
で
の
闘
い
の
経
過
と
今

後
の
裁
判
闘
争
に
つ
い
て
報
告
・

提
案
し
、
最
後
に
「
す
で
に
85
人

超
（
最
終
93
人
）
の
控
訴
人
が
上

告
の
意
思
を
示
し
て
い
る
」
、
上

告
し
て
闘
う
と

発
言
し
会
場
全

員
の
拍
手
で
決

定
し
ま
し
た
。

こ
の
集
会
に

は
、
京
都
総
評

梶
川
憲
議
長
、

京
都
社
保
協
南

博
之
副
議
長
、

年
金
者
組
合
大

阪
府
本
部
加
納

忠
委
員
長
、
京
都
生
活
と
健
康

を
守
る
会
田
中
事
務
局
長
、
新

生
存
権
裁
判
弁
護
団
の
佐
野
弁

護
士
が
参
加
さ
れ
、
激
励
の
挨

拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

当
日
、
京
阪
電
車
の
事
故
の

影
響
で
左
京
（
９
名
）
、
山
科

（
４
名
）
、
府
本
部
１
名
の
方
々

が
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

森
川
明
弁
護
団
長
の
報
告
要
旨

残
念
で
す
が
、
全
国
的
に
は

高
裁
で
31
連
敗
と
な
り
ま
し
た
。

上
告
し
た
事
案
は
第
２
小
法

廷
に
集
中
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

今
は
第
１
小
法
廷
に
集
中
さ
れ

て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に

し
て
も
、

大
法
廷
に

回
付
さ
せ

審
理
せ
よ

と
い
う
こ

と
に
な
り

ま
す
。

（
詳
細

は
Ｈ
Ｐ
に

掲
載
し
て

い
ま
す
。
）
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声

明

年
金
引
き
下
げ
違
憲
訴
訟
、
大
阪
高
裁
の
不
当
判
決
に
抗
議
す
る

２
０
２
３
年
４
月
28
日
、
大
阪
高
等
裁
判
所
第
10
民
事
部
は
、
京
都
府
在
住

の
控
訴
人
１
０
２
名
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
25
年
12
月
４
日
付
で
し
た
、

国
民
年
金･

厚
生
年
金
保
険
年
金
額
改
定
決
定
の
取
り
消
し
を
求
め
た
訴
訟
に
、

大
阪
地
裁
第
7
民
事
部
が
下
し
た
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
事
件
に
対
し

て
「
い
ず
れ
も
請
求
を
棄
却
す
る
」
と
い
う
、
極
め
て
不
当
な
判
決
を
下
し
た
。

私
た
ち
は
、
控
訴
審
で
も
、
国
民･

厚
生
年
金
受
給
者
全
員
一
律
、
一
方
的

な
年
金
の
減
額
は
、
高
齢
者
に
と
っ
て
の
命
綱
で
あ
る
年
金
受
給
権
を
侵
害
し
、

憲
法
25
条
（
生
存
権
）
や
、
29
条
（
財
産
権
の
保
障
）
、
13
条
（
幸
福
追
求
権
）
、

さ
ら
に
制
度
後
退
禁
止
を
求
め
た
社
会
権
規
約
に
違
反
す
る
も
の
で
、
到
底
認

め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
立
法
過
程
統
制
的
に
も
疑
義
が
あ
る
な
ど

主
張
し
て
き
た
。

大
阪
高
裁
は
、
２
０
２
１
年
４
月
15
日
の
大
阪
地
裁
の
判
決
を
受
け
て
２
年

も
の
間
に
「
争
点
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
」
と
す
る
趣
旨
の
口
実
を
も
と

に
『
進
行
協
議
』
を
５
回
開
い
た
の
み
で
、
本
年
２
月
16
日
の
弁
論
期
日
で
結

審
し
、
４
月
28
日
に
、
私
た
ち
の
主
張
を
一
顧
だ
に
せ
ず
、
不
当
な
判
決
を
下

し
た
。

判
決
の
内
容
は
、
「
控
訴
人
ら
の
請
求
を
棄
却
す
る
」
結
論
あ
り
き
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
、
一
審
判
決
で
判
示
さ
れ
た
女
性
を
は
じ
め
「
低
年
金

者
の
生
活
実
態
の
事
実
」
「
生
活
保
護
制
度
利
用
の
捕
捉
率
の
劣
悪
さ
」
な
ど

を
否
定
で
き
な
い
ま
ま
、
新
た
に
少
子
高
齢
化
問
題
を
主
要
な
要
因
と
し
て
、

一
審
判
決
以
上
に
、
立
法
府
へ
忖
度
し
「
広
範
な
裁
量
権
」
を
認
め
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
が
自
ら
裁
判
・
司
法
の
独
立
、
違
憲
立
法
審
査

権
そ
し
て
人
権
の
砦
と
し
て
の
使
命
を
放
棄
し
、
か
つ
、
自
分
た
ち
の
頭
で
考

え
る
こ
と
を
停
止
し
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

私
た
ち
京
都
の
控
訴
人
及
び
弁
護
団
は
、
心
底
か
ら
本
判
決
に
怒
り
を
も
っ

て
異
議
を
唱
え
、
最
高
裁
判
所
へ
上
告
し
、
若
者
も
高
齢
者
も
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
年
金
制
度
と
す
る
た
め
に
、
全
国
の
仲
間
と
団
結
し
て
、
全
力
を
尽
く
し

闘
う
決
意
を
表
明
す
る
。

２
０
２
３
年
５
月
２
日

年
金
引
き
下
げ
違
憲
訴
訟
京
都
控
訴
人
団

年
金
引
き
下
げ
違
憲
訴
訟
京
都
弁
護
団

若い人も高齢者も安心して暮らせる
年金制度の確立を

高裁判決報告集会に９０名が参加

最高裁大法廷に回付させ 「憲法判断」を変えよう！



憲
法
９
条
の
会
と
「
９
条
改

憲
Ｎ
Ｏ
！
全
国
市
民
ア
ク
シ
ョ

ン
・
京
都
」
が
共
催
す
る
「
憲
法

集
会
が
３
日
、
円
山
音
楽
堂
で

開
か
れ
２
０
０
０
人
が
参
加
し

ま
し
た
。

年
金
者
組
合
京
都
府
本
部
は

集
会
に
先
立
ち
、
音
楽
堂
前
で

年
金
署
名
と
「
年
金
者
組
合
へ

の
加
入
」
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

中
央
本
部
作
成
の
「
仲
間
増
や

し
特
別
号
」
を
４

０
０
部
配
布
し
ま
し
た
。

若
い
人
も
高
齢
者
も
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
年
金
制
度
の
確
立

を
！

恒
例
の
年
金
支
給
日
宣

伝
を
実
施
！

気
候
も
春
め
き
、
暖
か
い
日

と
な
っ
た
４
月
14
日
（
金
）
11
時

か
ら
四
条
河
原
町
交
差
点
で
恒

例
の
『
年
金
支
給
日
』
宣
伝
を
行

い
ま
し
た
。

道
行
く
人
の
半
数
は
外
国
人
。

「
年
金
上
げ
て
」
は
英
語
で
ど

う
い
う
の
？

ス
マ
ホ
で
調
べ

て
「r

a
i
s
e

y
o
u
r

p
e
n
s
i
o
n

」

と
わ
か
り
、
外
国
人
に
耳
打
ち

す
る
組
合
員
も
。
通
じ
た
よ
と

そ
の
後
も
呼
び
か
け
を
続
け
て

お
ら
れ
ま
し
た
。

市
内
各
地
か
ら
18
名
が
集
ま

り
楽
し
い
街
頭
宣
伝
に
な
り
ま

し
た
。
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５
・
３
憲
法
集
会

in
き
ょ
う
と

円
山

集
会
２
０
０
０
人

年
金
者
組
合
か
ら
も

多
数
が
参
加

戦
争
す
る
国
づ
く
り
NO

訴
え
る

４
月
支
給
日
宣
伝

四
条
河
原
町

全日本年金者組合京都府本部規約第７条第４項に基
づき、下記のとおり２０２３年度府本部役員の選挙
を行いますので告示します。

２０２３年５月１５日
全日本年金者組合京都府本部選挙管理委員会

記

１．立候補届け出期間２０２３年６月５日（月）～６月22日（木）
２．立候補資格 全日本年金者組合京都府本部の組合員であること
３．選出される役職と定数
①執行委員長１名 ②副執行委員長６名 ③書記長１名
④書記次長３名 ⑤会計１名 ⑥執行委員３８名 ⑦会計監査３名
４．選出される役職の任期は、次期定期大会での役職改選までとし
ます。
５．立候補の手続き
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Raise your Pension 年金上げて

亀
岡
支
部

三
上

悟
さ
ん

判
決
内
容
を
聞
き
び
っ

く
り
。
裁
判
官
は
憲
法
の
三
原
則

の
勉
強
不
足
、
理
解
不
足
を
感
じ

ま
す
。
憲
法
25
条
の
「
生
存
権
」

も
「
少
子
高
齢
化
」
と
い
う
言
葉

で
押
し
切
っ
た
。
生
活
保
障
は
個

人
の
責
任
で
は
な
く
国
の
責
任
で

す
。
大
軍
拡
や
企
業
の
所
得
税
率

の
毎
年
の
様
な
引
き
下
げ
で
、
内

部
留
保
も
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
る
。

軍
事
と
大
企
業
中
心
の
政
治
を
改

め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
民
の
連
帯
と
力
で
す
。

「
年
寄
り
は
早
く
死
ね
」
と
言

わ
ん
ば
か
り
の
悪
政
に
対
し
、
意

地
で
も
永
生
き
し
な
く
て
は
と
が

ん
ば
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

頑
張
り
ま
す
。

向
日
支
部

塩
谷
さ
ん

司
法
の
独
立
性
を
根
本
的
に
疑
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
判
決
理
由
の
読

み
上
げ
に
憤
り
を
近
事
得
な
い
。

政
府
、
与
党
の
言
い
分
を
ほ
と

ん
ど
そ
の
ま
ま
ラ
列
し
て
い
る
だ
け

で
、
原
告
の
訴
え
と
論
戦
を
全
く

無
視
し
た
恥
ず
べ
き
裁
判
官
を
糾
弾

す
る
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
司
法
を
正
常
化
す
る

た
め
に
は
、
今
の
政
治
そ
の
も
の

を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
決
意
を
新
た
に
す
る
も
の
で
す
。

声



第
94
回
全
京
都
統
一
メ
ー
デ
ー
中

央
集
会
が
二
条
城
前
広
場
で
行
わ
れ
、

市
内
支
部
の
組
合
員
１
０
０
名
が
参
加

し
ま
し
た
。
会
場
で
は
年
金
署
名
と

「
年
金
者
組
合
に
加
入
し
よ
う
」
の
宣

伝
紙
を
配
布
し
ま
し
た
。

実
行
委
員
長
の
梶
川
憲
総
評
議
長
は

「
労
働
者
、
国
民
の
願
い
に
根
差
し
た
、

ま
と
も
な
野
党
共
闘
を
国
で
も
地
方
で

も
実
現
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
た
い
」

と
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。

争
議
団
の
紹
介
も
あ
り
楠
晤
原
告
団

（
控
訴
人
）
事
務
局
長
が
壇
上
で
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。

昨
年
の
メ
ー
デ
ー
と
は
一
転
、
五
月

晴
れ
の
少
し
暑
い
絶
好
の
メ
ー
デ
ー
日

和
。
今
年
は
「
物
価
に
見
合
っ
た

年
金
の
引
き
上
げ
」
が
京
都
の
メ
ー

デ
ー
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
も
な
り
ま
し

た
。年

金
者
組
合
の
行
進
で
は
、
ア

コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
伴
奏
で
歌
も
歌

い
、
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
も
行
う
楽
し

い
行
進
と
な
り
ま
し
た
。

国
道
１
７
６
で
の

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
ア
ピ
ー
ル

宮
津
与
謝
支
部

片
山

清
書
記
長

第
94
回
宮
津
・
与
謝
統
一
メ
ー
デ
ー

が
、
50
人
を
超
え
る
参
加
で
お
こ
な
わ

れ
ま
し
た
。

集
合
場
所
で
小
集
会
の
後
、
歩
道
を

ア
ピ
ー
ル
行
進
し
、
宮
津
「
ま
ご
こ
ろ

市
」
近
く
の
国
道
交
差
点
の
三
カ
所
で
、

参
加
団
体
に
よ
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
ア

ピ
ー
ル
（
リ
レ
ー
ト
ー
ク
）
を
行
い
、

年
金
者
組
合
宮
津
与
謝
支
部
は
、
現
在

の
情
勢

「
大
軍
拡
・

大
増
税
よ

り
国
民
の

い
の
ち
と

暮
ら
し
を
守
れ
！
物
価
高
騰
に
見
合
う

年
金
の
引
き
上
げ
を
！
な
ど
７
項
目
の

要
求
を
訴
え
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

ま
た
、
宮
津
・
与
謝
「
九
条
の
会
」

は
、
戦
争
が
廊
下
の
奥
に
立
っ
て
い
た

（
渡
辺
白
泉
）
、
こ
の
２
年
後
、
日
本

は
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
た
。

今
私
た
ち
の
国
は
“
大
軍
拡
元
年
”
の

ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。
「
新
し
い
戦
前
」

に
は
絶
対
に
さ
せ
な
い
ー
草
の
根
の
力

を
合
わ
せ
て
！
が
印
象
的
で
し
た
。

舞
鶴
統
一
メ
ー
デ
ー
に
１
５
０
人

年
金
下
げ
る
な
訴
え
る

舞
鶴
支
部

三
澤
正
之
書
記
長

５
月
１
日
、
舞
鶴
公
園
（
田
辺
城
址
）

で
開
催
さ
れ
た
舞
鶴
統
一
メ
ー
デ
ー
に

１
５
０
人
が
参
加
。
集
会
で
の
リ
レ
ー

ト
ー
ク
で
は
年
金
者
組
合
か
ら
は
石
間

支
部
長
が
「
年
金
を
下
げ
る
な
」
と
訴

え
ま
し
た
。
集
会
後
の
デ
モ
で
は
年
金

者
組
合
の
旗
の
下
、
94
歳
の
組
合
員
さ

ん
も
一
緒
に
横
断
幕
や
プ
ラ
カ
ー
ド
を

掲
げ
、
元
気
よ
く
行
進
し
ま
し
た
。
デ

（第３種郵便物認可第４０１号付録） 第４６０号 （４）

晴天デモと集会

年金者組合も元気に参加

各
地
の
メ
ー
デ
ー

各
支
部

か
ら
の
報
告

二
条
城
前

４
０
０
０
人

ま
さ
に
五
月
晴
れ

(上)二条城前集会での

年金者組合府本部 （下）

梶川実行委員長のあい

さつ（右）府本部デモ

行進

新日本婦人の会のプラカード


